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船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年１月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和５年１月１３日 ０７時３０分ごろ 

発生場所 岩手県田野畑村島の越漁港南東方沖 

島ノ越港東防波堤灯台から真方位１４８°１,８１０ｍ付近 

 （概位 北緯３９°５４.２′ 東経１４１°５７.３′） 

事故の概要  漁船第六たのはた丸は、小型灯浮標のアンカーロープの清掃作業

中、甲板員がキャプスタンに巻き込まれて負傷した。 

事故調査の経過  令和５年２月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第六たのはた丸、２.２トン 

ＩＴ３－４９８４８（漁船登録番号）、田野畑村漁業協同組合 

８.８７ｍ（Lr）×２.７３ｍ×０.９４ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、１１０kＷ（動力漁船登録票による）、平

成８年９月１５日 

 乗組員等に関する情報 船長 ５８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和６２年１０月１６日 

  免許証交付日 令和４年９月２７日 

（令和９年１０月１５日まで有効） 

甲板員Ａ ７４歳 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員Ａ）  

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板員Ａほか２人の甲板員（以下「甲板員Ｂ」及

び「甲板員Ｃ」という。）が乗り組み、わかめ養殖施設に設置した小

型灯浮標（以下「灯浮標」という。）を固定するアンカーロープ（以

下「アンカーロープ」という。）の清掃作業を行う目的で、令和５年

１月１３日０７時００分ごろ島の越漁港を出港し、同漁港南東方沖に

敷設した同養殖施設に向かった。 

 本船は、０７時０５分ごろわかめ
．．．

養殖施設北端の東側に設置した灯
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浮標（緑灯）に到着し、船首を南方に向けて右舷着けとして、主機を

中立運転後、アンカーロープ（直径約２８mm、長さ約８０ｍ、ナイロ

ン製）の清掃作業の準備に取り掛かった。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船は、船長及び甲板員Ｃが船体中央付近、甲板員Ａがキャプスタ

ンの船尾側及び甲板員Ｂが甲板員Ａの後方にそれぞれ配置し、北方に

延びるアンカーロープの清掃作業を始め、同清掃作業を終えた後、南

方に延びるアンカーロープの清掃作業の準備に取り掛かった。 

甲板員Ａ及び甲板員Ｂは、アンカー巻き上げ用補助ロープ（直径約

１２cm、長さ約１０ｍ、ナイロン製）（以下「補助ロープ」という。）

の一端をアンカーロープに取り付けて、次いでその補助ロープをキャ

プスタンのローラに巻いた後、甲板員Ａがキャプスタンのローラを回

転させ、補助ロープを巻き上げて浮き玉（直径約３８cm、２穴付、プ

ラスチック製）を船内に取り込み始めた。 

船長及び甲板員Ｃは、ロープ（直径約１２cm、長さ約８０ｍ、ナイ

ロン製）の一端に取り付けた清掃工具（直径約１５cm、長さ約５０

cm、重さ約３０kg、鋼製縦型開閉式）（以下「清掃工具用補助ロー

プ」という。）をアンカーロープに装着し、２人とも後方を向いて清

掃工具用補助ロープの片端付近をそれぞれ持ち、甲板員Ａの合図を 

待っていた。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 灯浮標配置略図 
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甲板員Ａは、寒かったのでゴム手袋の上から溶接用手袋を着用し、

甲板員Ｂと共にアンカーロープの取り込み中、３個目の浮き玉のアン

カーロープが通る穴が下方を向いて上がってきて、船首部右舷側のブ

ルワークの内側に引っ掛かったことを認めた。 

甲板員Ａは、海上平穏で船体動揺もなかったので、キャプスタンを

停止しなくても支障ないものと思い、キャプスタンを運転したままブ

ルワークからの浮き玉の取り外しに向かった。 

甲板員Ａは、０７時３０分ごろ、キャプスタンの左舷側から船首側

に至り、足元がふらついて無意識にキャプスタンのローラ頂部に右手

を添えたところ、キャプスタンのローラと補助ロープとの間に右手手

袋の先端部分が挟まれて、そのままキャプスタンに引き寄せられ、右

手が補助ロープとともにキャプスタンのローラに巻き込まれた。 

甲板員Ａは、激痛により大声を出したところ、これに気付いた甲板

員Ｂがキャプスタンを停止して甲板員Ａに駆け寄り、同様に本事故の

発生に気付いて駆け寄った船長及び甲板員Ｃの３人により救助され

た。（写真１～４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 乗組員配置略図 
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甲板員Ａ 

キャプスタン 甲板員Ａ 

写真１ 引っ掛かった浮き玉の取り外しに向かう途中の状況 

写真２ キャプスタンのローラ頂部に手を掛けた状況 

写真３ キャプスタンのローラに右手が巻き込まれた状況 

甲板員Ａ 

キャプスタン 

ローラ 
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船長は、甲板員Ａを救助後、アンカーロープの清掃作業を中止し、

船舶所有者に本事故の発生を報告するとともに、救急車の手配を依頼

した後、本船は、帰途についた。 

本船は、０７時４０分ごろ島の越漁港に入港し、甲板員Ａが、救急

車で宮古市内の病院に搬送され、診察の結果、右手手首骨折と診断さ

れ、手術を行って翌１４日に退院し、通院加療となった。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 船長によれば、灯浮標の設置状況等及び本事故当時の状況等は、次

のとおりであった。 

１.灯浮標の設置状況等 

(1) わかめ養殖施設には、同施設間を船舶が支障なく通航できる

よう、同施設北方から南方にかけて東側（緑灯）及び西側（赤

灯）にそれぞれ等間隔に３基の灯浮標が設置されていた。 

(2) 灯浮標は、灯浮標本体からアンカーロープが南北方向にそれ

ぞれ１本ずつ取り付けられ、その先端は、海底に据え付けられ

たアンカー（重さ約１００kg、コンクリート製ブロック）２個

にそれぞれ取り付けられていた。 

(3) 灯浮標本体からアンカーに向かって延びるアンカーロープの

約１０ｍのところを基点とし、前後約１.２ｍのところに浮き玉

がそれぞれ計３個ずつ取り付けられていた。 

(4) アンカーロープの清掃作業 

① 甲板員Ａ及び甲板員Ｂは、清掃工具が滑らかに上下できるよ

う、キャプスタンで補助ロープを巻き上げ、浮き玉を船内へ取

り込んでアンカーロープを緊張させる作業を行っていた。 

② 船長及び甲板員Ｃは、アンカーロープが緊張した後、清掃工

写真４ キャプスタンのローラに右手が巻き込まれた状況（拡大） 

ローラ 

キャプスタン 

甲板員Ａ 
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具に取り付けた清掃工具用補助ロープを下ろしたり上げたりす

ることによって、海洋生物の除去を行っていた。 

２.本事故当時の状況等 

(1) 船長は、アンカーロープの清掃作業に取り掛かる前、安全第

一で作業に当たるよう口頭で指導を行っていたので、甲板員Ａ

が、まさかキャプスタンを停止せずに、引っ掛かった浮き玉の

取り外しに向かうとは思わなかった。 

(2) ３人の甲板員は、アンカーロープの清掃作業の経験が豊富で

あり、安全に同清掃作業を行うことができると思っていたの

で、作業状況を監視していなかった。 

甲板員Ａによれば、本事故当時の状況等は、次のとおりであった。 

(1) ふだんからキャプスタンの操作場所に配置し、補助ロープの

巻き上げに当たっていた。清掃工具は、重い上に人力で動かす

ことから、アンカーロープを緊張させる必要があったので、ア

ンカーロープを巻き上げて浮き玉を船内に取り込んでいた。 

(2) 寒さ対策として、ゴム手袋の上に溶接用手袋を着用してい

た。ゴム手袋の先端まで各指は入っていたが、溶接用手袋の指

先が長かったので、ゴム手袋の指先が溶接用手袋の先端まで入っ

ておらず、隙間があった。また、先端以外のところはしっかり

と着用できていた。 

(3) 右手手袋の先端部分が、キャプスタンのローラと補助ロープ

との間に挟まれた際、引っ張ったが抜けなかった。右手の指先

は負傷していなかった。 

(4) キャプスタンを停止させてから操作場所を離れていれば、負

傷することはなかったと本事故後に思った。  

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、島の越漁港南東方沖において、アンカーロープの清掃作業

中、甲板員Ａが、キャプスタンでアンカーロープの巻き上げを行って

いたところ、浮き玉がブルワークに引っ掛かった際、キャプスタンを

停止せず、浮き玉の取り外しに向かっていた途上、キャプスタンのロー

ラ頂部に無意識に右手を添えたことから、右手手袋の先端部分がキャ

プスタンのローラと補助ロープとの間に挟まれ、そのまま右手がキャ

プスタンのローラに巻き込まれて負傷したものと考えられる。 

甲板員Ａは、本事故当時、海上平穏であり船体動揺もなかったこと

から、キャプスタンを停止せずに、浮き玉の取り外しに向かったもの

と考えられる。 

甲板員Ａは、アンカーロープの清掃作業を行う際、寒さ対策として
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溶接用手袋を着用し、これまで支障なくキャプスタンの操作等の作業

に当たっていたことから、溶接用手袋を外さなかったものと考えられ

る。 

船長は、甲板員Ａが、アンカーロープの清掃作業の経験が豊富であ

り、安全に同清掃作業を行うことができるものと思っていたことか

ら、本事故当時、甲板員Ａの動静を監視していなかったものと考えら

れる。 

原因  本事故は、本船が、島の越漁港南東方沖において、アンカーロープ

の清掃作業中、甲板員Ａが、キャプスタンでアンカーロープの巻き上

げを行っていたところ、浮き玉がブルワークに引っ掛かった際、キャ

プスタンを停止せず、浮き玉の取り外しに向かっていた途上、キャプ

スタンのローラ頂部に無意識に右手を添えたため、右手手袋の先端部

分がキャプスタンのローラと補助ロープとの間に挟まれ、そのまま右

手がキャプスタンのローラに巻き込まれたことにより発生したものと

考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長は、アンカーロープの清掃作業に取り掛かる際、キャプスタ

ンを運転したまま操作場所を離れないよう乗組員に指導するこ

と。 

・船長は、清掃作業中、必要に応じて乗組員の動静を監視するとと

もに、乗組員がキャプスタンの操作場所を離れる場合、必ずキャ

プスタンを停止させること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県 

事故発生場所 

（令和５年１月１３日 

 ０７時３０分ごろ発生） 

田野畑村 


